
広報いよし(9)

１
月
１
日
か
ら

『
伊
予
市
個
人
情
報
保
護
条
例
』

が
施
行
さ
れ
ま
す

　

個
人
に
関
す
る
情
報
で
、

こ
の
情
報
に
含
ま
れ
る
氏

名
、
生
年
月
日
、
そ
の
他
の

記
述
に
よ
り
、
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
を
い
い
ま
す
。

　

ほ
か
の
情
報
と
照
合
す
る

こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り

特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
も
含
み
ま

す
。

　
「
伊
予
市
個
人
情
報
保
護
条
例
」
は
、
皆
さ
ん
の
権
利
や
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
１
月
１
日
か

ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
条
例
は
、
市
が
保
有
す
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
の
適
正
な
取
扱
方
法
や
、
皆
さ
ん
が
こ
の
情
報
に
つ

い
て
開
示
、
訂
正
や
利
用
停
止
を
請
求
で
き
る
権
利
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

個人情報
とは？

個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

１
、
保
有
の
制
限

　

利
用
目
的
を
達
成
さ
せ
る
た
め

に
必
要
な
最
小
限
の
個
人
情
報
と

し
ま
す
。

２
、
本
人
か
ら
取
得

　

原
則
と
し
て
、
本
人
か
ら
取
得

し
ま
す
。

３
、
利
用
目
的
の
明
示

　

取
得
す
る
と
き
は
、
本
人
に
対

し
利
用
目
的
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。

４
、
思
想
等
情
報
の
取
得
の
制
限

　

思
想
・
信
条
・
信
教
や
社
会
的

差
別
の
原
因
と
な
る
お
そ
れ
の
あ

る
個
人
情
報
は
、
原
則
と
し
て
取

得
し
ま
せ
ん
。

５
、
正
確
性
の
確
保

　

事
実
と
合
致
す
る
よ
う
に
努
め

ま
す
。

６
、
安
全
確
保
の
措
置

　

個
人
情
報
の
漏
え
い
な
ど
の
防

止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ

ま
す
。

７
、
利
用
・
提
供
の
制
限

　

原
則
と
し
て
、
利
用
目
的
以
外

に
利
用
又
は
提
供
を
し
ま
せ
ん
。

８
、
オ
ン
ラ
イ
ン
結
合
に
よ
る
提

供
の
制
限

　

原
則
と
し
て
、
市
以
外
の
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
と
通
信
回
路
を
用

い
た
結
合
（
市
の
保
有
す
る
個
人

情
報
を
市
以
外
の
も
の
が
随
時
入

手
で
き
る
状
態
に
す
る
も
の
に
限

る
。）
に
よ
る
個
人
情
報
の
提
供

は
し
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
法
令
に

も
と
づ
く
と
き
や
、
公
益
上
必
要

が
あ
り
、
個
人
の
権
利
利
益
を
侵

害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る

と
き
は
、
提
供
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

開
示
・
訂
正
・
利
用
停
止
に
つ
い
て

１
、
開
示
請
求

　

市
の
保
有
す
る
自
己（
本
人
）

の
個
人
情
報
の
開
示
を
請
求
で
き

ま
す
。

２
、
不
開
示
情
報

①
開
示
請
求
者
の
生
命
・
健
康
・

生
活
・
財
産
を
侵
害
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
情
報

②
開
示
請
求
者
以
外
の
個
人
に
関

す
る
情
報

③
法
人
等
に
関
す
る
情
報

④
法
令
等
に
よ
り
開
示
で
き
な
い

情
報

⑤
公
共
の
安
全
等
に
関
す
る
情
報

⑥
国
等
関
係
情
報

⑦
公
共
の
機
関
等
の
審
議
、
検
討

又
は
協
議
に
関
す
る
情
報

⑧
公
共
の
機
関
が
行
う
事
務
又
は

事
業
に
関
す
る
情
報

３
、
訂
正
請
求

　

開
示
を
受
け
た
本
人
の
個
人
情

報
が
事
実
で
な
い
と
き
は
、
そ
の

訂
正
を
請
求
で
き
ま
す
。

４
、
利
用
停
止
請
求

　

開
示
を
受
け
た
本
人
の
個
人
情

報
が
条
例
に
違
反
し
て
保
有
・
取

得
・
利
用
・
提
供
さ
れ
て
い
る
と

き
は
、
そ
の
利
用
の
停
止
・
削
除

を
請
求
で
き
ま
す
。

５
、
不
服
申
し
立
て

　

開
示
・
訂
正
・
利
用
停
止
の
決
定

に
つ
い
て
不
服
申
し
立
て
が
で
き

ま
す
。
不
服
申
し
立
て
が
あ
っ
た

と
き
は
、
審
査
会
に
諮
問
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

　

総
務
課（
内
線
５
０
８
）
へ
。

開示請求について

請求できる人
市民に限らずだれでも請求できます。ただし、開示請求できる情報は本人の情報のみであり、

たとえ配偶者であっても、本人以外の個人情報については、開示を請求することはできませ

ん。

請 求 方 法
所定の開示請求書に必要事項を記入し、総務課又は各地域事務所総務調整課へ提出してく

ださい。運転免許証などの本人を確認できるものの提示が必要です。

開示の決定等 原則として、請求があった日から起算して１５日以内に開示・不開示を決定し、通知します。

費 用
開示の手数料は無料です。ただし、写しの交付を受ける場合は、写しの作成および送付に要

する費用が必要です。

《例》Ａ３白黒コピー１枚につき１０円、Ａ３カラーコピー１枚につき８０円など


